
清須市清洲総合福祉センター施設使用料 

（２０２４年４月１日改正） 
 
 

施設使用料 
（4月 1日～6月 30日及び 10月 1日～11月 30日） 

施設区分 午前 9 時～正午 午後 1 時～午後 4時 午前 9 時～午後 4時 

第１会議室 4,350円(内 395 円) 4,350円(内 395 円) 8,700円(内 790 円) 

第２会議室 1,590円(内 144 円) 1,590円(内 144 円) 3,180円(内 289 円) 

第３会議室 960円(内 87 円) 960円(内 87 円) 1,920円(内 174 円) 

調理実習室 2,400円(内 218 円) 2,400円(内 218 円) 4,800円(内 436 円) 

注 使用料は税込み金額です。また、(  )の内書きの金額は消費税の額です。 

ただし、複数の部屋や時間帯を使用する場合は下記の計算方法によります。 

 
 

施設使用料【冷暖房加算期間】上記使用料に 0.2 を乗じて得た額を加算（10 円未満切捨て） 
（７月１日～９月 30日及び 12月 1日～3月 31日） 

施設区分 午前 9 時～正午 午後 1 時～午後 4時 午前 9 時～午後 4時 

第１会議室 5,220円(内 474 円) 5,220円(内 474 円) 10,440円(内 949 円) 

第２会議室 1,900円(内 172 円) 1,900円(内 172 円) 3,810円(内 346 円) 

第３会議室 1,150円(内 104 円) 1,150円(内 104 円) 2,300円(内 209 円) 

調理実習室 2,880円(内 261 円) 2,880円(内 261 円) 5,760円(内 523 円) 

注 使用料は税込み金額です。また、(  )の内書きの金額は消費税の額です。 

ただし、複数の部屋や時間帯を使用する場合は下記の計算方法によります。 

 

◆使用料の還付に係る取扱いについて 
 使用者からのキャンセルに伴う使用料の還付については、使用日の３日前までは
全額還付（２日前以降のキャンセルは全額徴収） 

 
◆使用許可申請期間について 
使用日の属する月の３ヶ月前の初日から使用日の前日まで 

 
■施設使用料に関すること………清須市役所健康福祉部社会福祉課社会福祉係 
               電 話 052-400-2911 
■施設使用申請に関すること……社会福祉法人清須市社会福祉協議会 
               電 話 052-401-0031 

 
記  消費税の金額の計算方法について（複数の部屋や時間帯を使用する場合） 
 
  使用料の合計額（10％対象額） ÷ １１ ＝ 消費税額（円未満切り捨て） 
                        （ 内 税 ） 


